
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 月平均

令和元年度 14,103 13,184 12,525 19,302 20,880 16,229 12,190 15,174 14,618 12,291 11,635 7,227 169,358 14,113

カウンター 859 600 506 463 464 464 512 460 397 408 350 236 5,719 477

TEL 296 289 395 220 180 177 219 130 102 176 127 129 2,440 203

348,420 369,573 354,128 348,036 382,517 332,203 308,224 253,029 183,514 251,457 198,559 152,035 3,481,695 290,141

令和２年度 2,751 2,952 5,277 6,029 7,297 7,253 7,462 7,967 6,639 6,255 4,400 5,754 70,036 5,836

カウンター 42 176 100 104 155 163 175 110 67 79 51 77 1,299 108

TEL 47 779 854 396 155 358 159 324 134 141 127 125 3,599 300

106,891 179,998 228,143 223,348 209,097 201,571 240,317 160,188 118,670 125,035 165,778 432,065 2,391,101 199,258

令和３年度 4,396 5,309 6,587 6,412 6,406 4,172 4,655 4,499 5,140 3,163 2,537 3,358 56,634 4,720

カウンター 85 80 97 106 107 100 167 140 103 92 97 178 1,352 113

TEL 95 93 94 84 64 98 126 96 92 63 88 117 1,110 93

186,951 261,103 331,974 368,435 324,307 306,604 357,547 318,886 221,454 255,946 240,225 286,085 3,459,517 288,293

令和４年度 3,932 4,965 4,827 6,460 6,114 6,188 7,801 8,324 7,985 7,683 8,941 8,792 82,012 6,834

カウンター 217 210 214 243 239 235 276 315 293 273 363 416 3,294 275

TEL 198 115 175 121 103 142 145 80 76 73 118 160 1,506 126

382,680 509,905 471,710 471,066 491,331 484,543 483,742 355,047 270,455 362,100 507,880 349,594 5,140,053 428,338

令和５年度 8,753 9,710 8,736 11,134 12,624 50,957 10,191

カウンター 500 380 392 421 414 2,107 421

TEL 200 194 178 148 154 874 175

509,046 565,555 503,461 550,996 605,049 2,734,107 546,821

令和５年度
対前年比

222.6% 195.6% 181.0% 172.4% 206.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 62.1% 149.1%

令和５年度
1日平均

292 313 291 359 407 0 0 0 0 0 0 0 140 -

「やまがた観光情報センター」来館者等数　　（平成３１年４月～令和５年８月）
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○山形県観光情報センター条例 

平成12年10月13日山形県条例第73号 

改正 

平成16年６月25日条例第46号 

平成17年３月22日条例第38号 

山形県観光情報センター条例をここに公布する。 

山形県観光情報センター条例 

（設置） 

第１条 本県の観光に関する情報を提供するため、山形県観光情報センター（以下「センター」という。）

を山形市に置く。 

（指定管理者） 

第２条 センターの設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法人その他の団体であって知事が指

定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第３条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、センターの管理を行うものとする。 

(１) １日当たりの開館時間は、８時間以上とすること。 

(２) 休館日は設けないこと。 

(３) その他センターの管理上知事が必要と認める基準 

２ 指定管理者は、前項第１号の基準の範囲内で、あらかじめ知事の承認を受けてセンターの開館時間を

定めるものとする。 

３ 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした開館時間を公示するものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ知事

の承認を受けてセンターを臨時に開館し、又は休館することができる。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

(２) センターの運営に関する業務 

(３) 前２号に掲げるもののほか、センターの管理に関し知事が必要と認める業務 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

附 則 

この条例は、平成13年１月１日から施行する。 

附 則（平成16年６月25日条例第46号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月22日条例第38号） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 山形県観光情報センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するものに行わせるために必

要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 


